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◎地方財政審議会令（平成十二年政令第二百六十八号）（抄） 

 

（所掌事務） 

第一条 地方財政審議会（以下「審議会」という。）は、総務省設置法第九条に規定するも

ののほか、地方財政法施行令（昭和二十三年政令第二百六十七号）第二条第五項、第二十

一条第五項及び第二十八条第四項並びに地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政

令第三百五十二号）第二十三条の二の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

 

（特別委員） 

第二条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くこ

とができる。 

２ 特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。 

一 学識経験のある者 

二 地方公共団体の職員 

三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第三条第一項に規定する

地方公務員共済組合の組合員を代表する者 

３ 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 

４ 特別委員は、非常勤とする。 

 

（分科会） 

第三条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審

議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

名称 所掌事務 

地方公務員

共済組合分

科会 

地方公務員等共済組合法第百二十二条及び地方公務員等共済組合法施行令第

二十三条の二の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理するこ

と。 

固定資産評

価分科会 

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百八十八条第二項及び第四

百二十二条の二第二項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理

すること。 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員（前条第二項第三号に掲げ

る者を除く。）は、総務大臣が指名する。 

３ 前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。 

４ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 

５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 

６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじ

め指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることが

できる。 

- 1 -



 

（幹事） 

第四条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。 

３ 幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のう

ち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。 

４ 幹事は、非常勤とする。 

 

（議事） 

第五条 審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。 

３ 分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決する

ことができない。 

４ 分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科

会長の決するところによる。 

 

（資料の提出等の協力） 

第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 

第七条 審議会の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。ただし、

地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産

評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。 

 

（雑則） 

第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 
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（制定根拠：地財審令第３条第５項）

地方財政審議会地方公務員共済組合分科会会議規則

平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ ３ 日

地 方 財 政 審 議 会

地方公務員共済組合分科会決定

（趣旨）

第１条 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会（以下「分科会」という。）の

運営に関し必要な事項については、総務省設置法（平成１１年法律第９１号）及

び地方財政審議会令（平成１２年政令第２６８号）並びに地方財政審議会が定め

るもののほか、この規則の定めるところによる。

（会議）

第２条 分科会の会議を開く日時及び場所は、分科会長が定める。

第３条 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

（座長）

第４条 分科会に、座長を置くことができる。

２ 座長は、分科会に属する委員及び特別委員のうちから、分科会長が指名する。

３ 座長は、分科会長の命を受け、分科会の議事を整理する。

（意見聴取等）

第５条 分科会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係

行政機関の職員その他適当と認める者に対し、意見の開陳、説明その他必要な協

力を求めることができる。

（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他分科会の運営に関し必要

な事項は、分科会長が定める。

附 則

この規則は、平成１３年３月２３日から施行する。
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（制定根拠：分科会会議規則第６条）

地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の議事の公開について

平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ ３ 日

地 方 財 政 審 議 会

地方公務員共済組合分科会長決定

地方財政審議会地方公務員共済組合分科会（以下「分科会」という。）の議事の

公開については、地方財政審議会が定めるもののほか、地方財政審議会地方公務員

共済組合分科会会議規則第６条に基づき、この決定によることとする。

分科会の議事要旨の備付けについては、これを総務省自治行政局公務員部福利

課に備え付ける。
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